
 
 
 

滋賀県保健医療計画に記載された医療機能の変更要領 
 
 
１．滋賀県保健医療計画（以下「計画」という。）に記載されている医療機能（以下「計画

の記載事項」という。）を変更しようとするときは、医療機関は別記様式１により、その

内容を当該医療機関を管轄する保健所長に届け出るものとする。 
 
２．前号の届け出を受けた保健所長は、必要があるときは事実を確認した上で、当該変更

による地域の医療連携体制や医療水準への影響に関する意見を付して、健康福祉部長に

副申するものとする。 
 
３．健康福祉部長は、前号の副申を受け、計画の記載事項を変更することが適当であると

認めたときは、医療機関名の追加・削除を含めた必要な変更を行うものとする。 
 
４．計画の記載事項の変更は、計画に追補版（別記様式２）を設け、追補版に変更の内容

を記載することによって行う。 
 
５．前号の追補版は、計画とともに滋賀県ホームページ（医務薬務課のページ）に掲載す

ることによって公表するものとする。 
 
６．変更された計画の記載事項については、滋賀県医療審議会において報告するものとす

る。 
 
 
 附 則 
  この要領は、平成２０年４月２８日から施行し、平成２０年４月１日の事例から適用

する。 
 
 
 
 
 
 



別記様式１ 
 

保健医療計画に記載された医療機能変更届 
 
 
滋賀県知事 
            様 
 
                    医療機関の名称 
                     
                                         
                  届出者職・氏名 

 
                   ○印  

 滋賀県保健医療計画に記載された医療機能について、次のとおり変更を届出ます。 
医療計画記載ページ 該 当 医 療 機 能 
本文： 
 
別冊： 
 

 
 
 
 
変   更   の  内  容 

 
 
 
 
 

備             考 
 
 
 
 
 
（１）届出者職・氏名の欄には医療機関の長が職名を記載し記名・押印してください。 
（２）該当医療機能の欄は、原則として医療機能を表している保健医療計画の見出しを記載してください。 
（３）変更の内容の欄は、現行の記載に即して、何をどのように変更するのかがわかるように記載してく
ださい。（医療機関名の追加または削除、対応できる治療法の追加または削除 等） 

（４）変更理由の欄には、変更に至った理由を具体的に記載してください。 
（５）備考欄には、当該医療機能の変更により、地域における医療連携体制において医療機関が果たして
行こうとする役割等について記載してください。 

 



別記様式２ 
 
 

滋賀県保健医療計画追補版 
変更年月日 ページ等 変  更  内  容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 
 
 
 



 


